
【資料５】

○導入の時期および移行期間

・令和７年度に入学する中学１年生（現小学５年生）から順次、各学校で新標準服を着用

・令和７年度と令和８年度を移行期間とし、現在の４中学校の標準服も着用可能

・令和９年度の新入生（現小学３年生）より全員が新標準服を着用

・令和10年度まで新旧の標準服が混在し、令和１１年度より全員が新標準服

・在校生も新標準服の着用は可能

R5.4.1

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度

中３ 現在の中３ 現在の中２ 現在の中１ 現在の小６ 現在の小５ 現在の小４ 現在の小３

中２ 現在の中２ 現在の中１ 現在の小６ 現在の小５ 現在の小４ 現在の小３ 現在の小２

中１ 現在の中１ 現在の小６ 現在の小５ 現在の小４ 現在の小３ 現在の小２ 現在の小１

小６ 現在の小６ 現在の小５ 現在の小４ 現在の小３ 現在の小２ 現在の小１ 現在の６才児

小５ 現在の小５ 現在の小４ 現在の小３ 現在の小２ 現在の小１ 現在の６才児 現在の５才児

小４ 現在の小４ 現在の小３ 現在の小２ 現在の小１ 現在の６才児 現在の５才児 現在の４才児

小３ 現在の小３ 現在の小２ 現在の小１ 現在の６才児 現在の５才児 現在の４才児 現在の３才児

小２ 現在の小２ 現在の小１ 現在の６才児 現在の５才児 現在の４才児 現在の３才児 現在の２才児

小１ 現在の小１ 現在の６才児 現在の５才児 現在の４才児 現在の３才児 現在の２才児 現在の１才児

：混在期

合岩中学校 義務教育学校(7.8.9年生)

八屋・角田・千束中学校 統合中学校

移行期間令和７年度、現在の小学校５年生から
順次、新標準服を導入する
＊各学校で新標準服を着ることになる
＊令和８年度までは現在の中学校の
標準服も着用可能（移行期間）

全学年が新しい標準服となる


